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１－（１） 令和６年度介護報酬改定の経過措置について  

  

令和６年度介護報酬改定の経過措置について  

令和６年度介護報酬改定は、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの

深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向け

た働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として実施されて

います。  

この中で本来ならば令和６年４月から実施とされているところ、下表のとおり実施や減算に経過

措置期間が設けられている事項等が有りますのでご注意ください。  

  

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進  

認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケア・マネジメン

トや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を

推進  

医療と介護の

連携の推進  

・高齢者施設等と医療機関の連携強化  

①施設系サービス ②居住系

サービス  

①要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付

ける。【令和９年３月３１日までの経過措置】  

②要件を満たす協力医療機関を定めるよう努める。  

感染症や災害

への対応力向

上  

全サービス（居宅療養管理

指導、特定福祉用具販売を

除く）  

  

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供でき

る体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際

に基本報酬を減額する、業務継続計画未策定減算の

新設。 

【経過措置は終了しています。未策定の場合は 

減算になります。】  

身体的拘束等

の適正化の推

進  

短期入所系サービス、多機

能系サービス  

  

身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催

等、指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付け

る。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講

じられていない場合は、基本報酬を減算する。 

【経過措置は終了しています。】  

高齢者虐待防

止の推進  

全サービス（居宅療養管理

指導、特定福祉用具販売を

除く）  

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講

じられていない場合に基本報酬を減算する、高齢者

虐待防止措置未実施減算の新設。 

【経過措置は終了しています。（福祉用具貸与は令

和９年３月３１日までの経過措置）】  
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３ 制度の安定性・持続可能性の確保  

介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって安心できる制度を構築  

評価の適正

化・重点化  

短期入所療養介護、介護老

人保健施設、介護医療院  

介護老人保健施設等の「その他型」及び「療養型」

並びに介護医療院の「Ⅱ型」について、新たに室料

負担（月額８千円）を導入する。 

【令和７年８月施行】  

  

４ その他  

「書面掲示」 

規制の見直し  

全サービス  事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、

「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲

覧が完結するよう、原則として重要事項等の情報を

ウェブサイトに掲載・公表しなければならないこと

とする。【経過措置は終了しています。】  

  

 

１－（２）ケアプランデータ連携システム及び介護情報基盤について  

 

国は、ＩＣＴの活用によって事業所の業務負担を軽減し、多職種が連携して質の高いケアを提

供できる未来を実現するため、全国的な情報連携の仕組みづくりを進めています。  

ここでは、今後の介護現場におけるＩＣＴ化の重要な変更となるケアプランデータ連携システ

ム及び介護情報基盤についてお知らせいたします。皆様の業務に深く関わる内容となりますの

で、介護保険最新情報等、国の通知を確認してください。 

 １．ケアプランデータ連携システムについて  

２   良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり   

介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、処遇改善や生産性向上による 

職場環境の改善に向けた先進的な取組を推進   

介護職員の処 

遇改善   

    

生産性向上等 

を通じた働き 

やすい職場環 

境づくり   

短期入所系サービス、居住 

系サービス、多機能系サー 

ビス、施設系サービス   

介護現場における生産性の向上に資する取組の促 

進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分 

析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全 

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽 

減に資する方策を検討するための委員会の設置を 

義務付ける。 【令和９年３月３１日までの経過措置】   

市ホームページ 令和８年度「介護職員等処遇改善加算」

についてを参照ください   
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・概要  

ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所とのケアプラ

ンのやりとりを、オンラインで完結できる仕組みです。  

・活用方法とメリット  

 業務負担の軽減：これまで手作業で行っていたサービス提供票への実績入力、ＦＡＸや郵送

でのやり取りが不要になります。  

 ヒューマンエラーの防止：転記ミスや確認漏れを防ぎ、正確な情報連携が可能となります。  

 ペーパーレス化の推進：紙の印刷、保管、管理コストを削減できます。  

 時間の創出：書類作業の時間が減ることで、利用者への直接的なケアやコミュニケーション

により多くの時間を充てることができます。  

現在、このシステムの導入を後押しするため、下記のとおりキャンペーンを実施しています。  

  

 
  

詳細は「ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト」をご確認ください。  

https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html  
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２．介護情報基盤について  

・概要被保険者情報、要介護認定情報、ケアプラン情報などを集約した全国的なデータベースで

す。令和８年（２０２６年）４月以降、準備の整った市町村から順次利用を開始し、令和１０

年（２０２８年）４月には全国での本格稼働を目指しています。 

（山武市では令和９年１２月からの運用開始に向けて準備を行っているところです。）  

・活用方法とメリット  

 オンライン資格確認：利用者の介護保険資格（負担割合など）を、事業所の端末からいつ

でもオンラインで確認できます。  

 認定情報の共有：要介護認定の申請状況や結果などをデータで確認でき、市町村への電話

問い合わせが不要になります。  

 多職種連携の強化：ケアマネジャー、サービス事業者、医療機関などが同じ情報を共有す

ることで、より質の高い、一貫性のあるサービス提供が可能になります。  

 主治医意見書の電子的な送受信：医療機関から主治医意見書を電子データで受け取ること

ができ、迅速な情報共有とペーパーレス化が実現します。  

 

  

３．システムの統合について  

現在提供されている「ケアプランデータ連携システム」は、将来的には「介護情報基盤」にそ

の機能が統合されます。  
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・統合のメリット  

 利便性の向上：複数のシステムを行き来する必要がなくなり、「介護情報基盤」のＷＥＢ

サービス上でケアプラン情報を含む全ての情報を一元的に管理・閲覧できるようになりま

す。  

 コストの削減：システムが一本化されることで、事業所が負担する運用コストや保守の手

間が軽減される見込みです。  

 円滑な普及促進：国として普及・定着に向けた支援策を一体的に実施しやすくなります。  

まずは「ケアプランデータ連携システム」を導入し、データ連携に慣れていただくことが、将

来の「介護情報基盤」への円滑な移行につながります。  

  

４． 補助金について  

補助金については下記の国の資料を参考にしてください。令和７年度の助成金申請は令和８年 

３月１３日まで、令和８年度以降の申請は未定となっています。  

 

本件に関するご質問は、各通知に記載の問い合わせ先までお願いいたします。  

※厚生労働省通知  

◎介護保険最新情報 Vol.1460 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用

促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について  

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2026/0114114006467/ksvol.1460.pdf  

◎介護保険最新情報 Vol.1456 介護情報基盤ポータルにおける周知資材の公開のお知らせ(周知依頼) 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2026/0105115604791/ksvol.1456.pdf  
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◎介護保険最新情報 Vol.1428 「介護情報基盤ポータル」の機能追加及び介護事業所等 への支援策について 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/1020100118927/ksvol.1428.pdf  

◎介護保険最新情報 Vol.1405 介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及

び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について  

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0723093626424/ksvol.1405.pdf  

 

１－（３） 介護サービス事業者の経営情報の報告について  

  

１ 介護サービス事業者の経営情報の報告について  

令和６年度介護保険法改正により介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情

報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました 

(介護保険法第１１５条の４４の２)。  

原則として全ての介護サービス事業者※は、毎会計年度の終了後３か月以内に、事業所又は施

設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、「介護サービス事業者経営情報デ

ータベースシステム」で報告する必要があります。 

(介護保険法施行規則第１４０条の６２の２の４)。  

※居宅療養管理指導、介護予防支援は対象外 

※みなし指定を受けている事業所のうち、みなし指定を受けた日から１年が経過していない 

事業所は報告の対象外です。  

また、下記に該当する事業所も報告の対象外です。  

(１)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価と

して支払いを受けた金額が１００万円以下である者  

(２)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者  

２ 報告の方法  

報告は、厚生労働省において運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」

により行うものとします。  

【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのＵＲＬ（厚生労働省）】 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login  

 

※本システムへのログインには、ＧビズＩＤ（ＧビズＩＤプライム）のアカウント取得が必要と

なります。利用できるＧビズＩＤのアカウント種類は、「ＧビズＩＤプライム」と「ＧビズＩＤ

メンバー」です。「ＧビズＩＤエントリー」では利用できませんので、ご注意ください。  

※「ＧビズＩＤ」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下の

サイトに記載のお問い合わせ先にお願いいたします。  

【ＧビズＩＤホームページ（デジタル庁）】 https://gbiz-id.go.jp/top/  

  

３ 報告期限報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後３月以内です。  

※本制度の詳細・マニュアル等  

介護サービス事業者経営情報データベースシステム（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html  

介護サービス事業者経営情報の報告について（千葉県ホームページ）  

https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/kaigokeiei.html 

https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/kaigokeiei.html
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１ 介護サービス情報公表制度について  

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき、介護サービスを利用しようとする者等

が介護サービス事業所を主体的かつ適切に選択するための情報をインターネット等により提供す

る仕組みとして平成１８年度から導入されました。  

介護サービス事業所が国の管理するシステムに入力することにより、調査・公表事務を運営す

る県の公表手続を経て、インターネットを通じて公表されることとなります。  

 

２ 財務諸表の公表について  

令和６年度より、介護経営の健全性等の情報を提供するため、財務状況の分かる書類の報告が

追加されました。 

新たな報告事項  

・財務状況の分かる書類（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等）  

・職員の一人あたりの賃金（※任意での報告事項）  

令和７年度より、重要事項等の情報を原則としてウェブサイト（法人のホームページ等または介

護サービス情報公表システム）に掲載することが義務化されますので、ご留意ください。 

詳細は千葉県のホームページを参照して下さい。 

・千葉県のホームページ｢介護サービス情報の公表について｣ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shien/johokohyo/top-page.html 

 

 

  

  

  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shien/johokohyo/top-page.html
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１－（５） 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）について  

  

１ 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）について  

令和３年度より、介護施設・事業所が、介護サービス利用者の状態や行っているケアの計画・内

容等を提出し、入力内容が集計され、当該施設等にフィードバックされる仕組みとして「科学的介

護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」(以下「ＬＩＦＥ」とい

う。)の運用を開始しています。  

ＬＩＦＥでは全国の介護施設・事業所において同じ項目を用いてアセスメントや評価を行うた

め、事業所や施設内の職員間のみならず他の事業所等と情報共有を行う際に、共通の認識を持つこ

とに役立ちます。また、ＬＩＦＥに提出する情報やフィードバック情報を職員間で共有し、同じデ

ータを見ながら複数の視点で議論することで、利用者や提供するケアのあり方についてより多くの

角度から理解することや、職員が自身のケアについて客観的に振り返ることにつながります。  

  

２ ＬＩＦＥを用いた加算等の事務処理手順について  

ＬＩＦＥを用いた加算については、情報の提出する期間や頻度、内容等が加算によって定められ

ています。具体的な取り扱いについては、以下の通知を参照して、手順の間違いがないよう注意し

てください。  

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について」（令和６年３月１５日老発０３１５第４号） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001257192.pdf  

  

３ フィードバック情報の活用について  

 ＬＩＦＥは情報を厚生労働省に提出するだけでは算定することはできません。フィードバック情

報等を活用し検証することも必要です。（以下、介護老人福祉施設の科学的介護推進体制加算留意

事項通知抜粋）  

  

施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行 

(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCA サイクル)により、質の高いサービスを実施す

る体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような

一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象

とはならない。  

イ、ロ（略）  

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設の特性や

サービス提供の在り方について検証を行う(Check)。  

ニ（略）  

  

※厚生労働省通知  

科学的介護情報システム(ＬＩＦＥ)の令和６年度報酬改定に対応したフィードバックの掲載開始に

ついて(第３報)  https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001385215.pdf  

（このほかにも同様の通知あり。）  

  


